
　6月定例市議会で、新しい議長、副議長が選ばれまし
た。議長は町田博喜さん（公明党議員団）。平成15年か
ら4期当選。議会運営委員会委員長、監査委員、総務常
任委員会委員長などを歴任。63歳。
　副議長は篠原正寛さん（政新会）。平成19年から3期
当選。議会改革特別委員会委員長、監査委員、民生常任
委員会委員長などを歴任。55歳。

　松永博副市長が任期の満了により、6月17日付けで退任しました。
　松永副市長は、昭和57年に市職員に採用され、総務局長、教育委員会
教育次長などを歴任しました。平成26年6月から4年にわたり、副市長の
職を務め、市政の推進に貢献しました。なお、当面は副市長1人の体制で
市政運営を行います。

問 議会事務局（0798・35・3373）

問 秘書課（0798・35・3432）

町田議長

篠原副議長

6月定例市議会で決定
議長・町田博喜さん
副議長・篠原正寛さん

松永博 副市長が退任

問 西宮市営住宅管理センター（0798・35・5028）

　市は、普通市営住宅の入居者を募集します。
　今回の募集は計28戸＝下表参照。申込資格など詳しくは7月2日から配
布する申込案内書か市のホームページ（ページ番号：10704643）をご
覧ください。
【申込案内書の配布場所】西宮市営住宅管理センター（六湛寺町9－8）、
　住宅入居・家賃課（市役所南館1階）、市役所本庁舎1階総合案内所横、
　各支所・市民サービスセンター・分室、アクタ西宮ステーション、若竹
　生活文化会館
【申込】申込案内書に添付している申込書（1世帯1通）を西宮市営住宅
　管理センターへ郵送（7月11日までの消印があり、かつ13日までの到
　着分が有効）を。重複申込無効　※次回の募集は9月の予定
住宅の種類 団地名等

普通市営住宅
計28戸▷高須町1丁目（うちシルバー住宅2戸）、五月ケ丘、六軒町、
泉町、東町1丁目、東町2丁目、池田町、今津久寿川町、西宮浜4丁目、
高畑町、上ケ原十番町、甲子園口6丁目、東山台1丁目、山口町

申込は7月2日～11日
市営住宅の入居者募集

▷相談先一覧　※市外局番は《0798》。来所相談は要申込。いずれも祝日を除く
相談内容 相談窓口 日程 電話番号

発達相談・
教育相談

こども未来センター
（高畑町2－77）

月曜～土曜の午前9時～
午後7時（土曜は5時まで）65・1881

乳幼児の
子育て相談

子育て総合センター
（津田町3－40）

月曜～土曜の
午前9時～午後5時半 35・5151

家庭児童相談 子供家庭支援課
（市役所本庁舎7階）

月曜～金曜の
午前9時～午後5時半

35・3089
35・3749

こころのケア
相談

西宮市こころのケア相談
（江上町3－26）

月曜～金曜の午前9時～
11時半、午後1時～4時半 35・5066

就労相談 西宮若者サポート
ステーション（松原町2－37）

月曜～金曜、第2土曜の
午前9時半～午後6時 31・5951

少年の
非行相談

西宮少年サポートセンター
（江上町3－40）

月曜～金曜の
午前9時～午後5時半 35・3875

問 青少年施策推進課（0798・35・3429）

　教育や子育てなど青少年に関するさまざまな相談を受け付けています。
相談内容などは下表のとおりです。

　市は、フォーラムや青少年野外活動事業の実施など、地域と一体になっ
てさまざまな取り組みを進めています。

◆ 7月は「青少年の非行・被害防止全国強調月間」

　7月12日（木）午前10時からプレラホールで「青少年
問題フォーラム」を開催します。ソーシャルメディア研
究会チーフ技術指導員・竹内義博さんが「スマホ時代の
現状と対策～事例から考える子供の守り方」をテーマに
講演します。入場無料。申込不要（多数の場合入場制限
あり）。託児あり（対象は2歳以上。定員あり。要予約）。

◆ 7月12日に「青少年問題フォーラム」を開催

◆ 青少年に関する相談先～一人で悩まず、まずお電話を

心豊かで健やかな成長を願って

① 不要な照明や電化製品はこまめに消す
② 長時間使わないコンセントは抜く
③ エアコンの設定温度、風向きを調節する
④ 冷蔵庫は詰めすぎず、扉の開閉は最小限に
⑤ 照明の明るさや点灯時間を調節する
⑥ テレビの主電源OFF、明るさを調節する

　市は、省エネルギーの取組として、7月～9月に市役所本庁舎で、空調
の適温設定、クールビズ（ポロシャツ着用等）などに取り組みます。

　家庭でできる省エネにご協力ください。ただし、省エネを意
識するあまり、熱中症予防を忘れないようにしましょう。

問 環境学習都市推進課（0798・35・3818）

みんなで夏の省エネできることから
始めよう！

今
日
か
ら
実
践
！

家
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　市立小・中学校および県立芦屋国際中等教育学校の就学奨励金（平成
30年度分）の申請を受け付けています。対象は経済的な理由により就
学が困難な児童・生徒の保護者です。申請月からの支給になりますので、
申請がまだの人は早めに学校を通じて手続きしてください。
　詳しくは各学校にある申請書または市のホームページ（ページ番号：
65519989）をご覧ください。

　平成30年度の高校、大学の奨学生を募集します。申込は所定の願書
を6月25日～7月31日に学事課（市役所東館7階）へ。願書は同課で配
布するほか、市のホームページ（ページ番号：13921490）からダウ
ンロードできます。

▶高校奨学生の選考基準・給付額
在
籍
校

所得区分 給付額
（月額）

国
公
立

①生活保護世帯 対象外
②市民税所得割
　非課税世帯 対象外

③基準所得以下の世帯
　（①②を除く） 5500円

私
立

①生活保護世帯 対象外
②市民税
　所得割
　非課税世帯

第1子 3600円
第2子
以降（※2）対象外

③基準所得以下の世帯
　（①②を除く） 1万1000円

（※2）平成30年度市民税所得割が非課税の世帯で、保護
者に扶養されている23歳未満の兄姉がいる第2子以降

就学奨励金・奨学金について
教育委員会からの
お知らせ

【対象】高校、高等専門学校（1年
～3年）、中等教育学校後期課程、特
別支援学校の高等部（※1）、朝鮮高
級学校（※1）に在学し、保護者（勤
労学生等は本人）が市内在住の人。
所得制限あり
(※1)右表の②に該当の人も③と同額を給付

高校奨学生（給付）▶

【対象】大学、短期大学、高等専門
学校（4・5年）、大学院に在学し、
保護者（勤労学生等は本人）が市内
在住の人。所得制限あり
【貸付額】国公立は月額1万円、私立
は月額1万4000円。卒業後10年間
で、半年ごとの均等返還。無利子

大学奨学生（貸付）▷

　在日外国人学校就学補助金の申請を7月2日～9月28日に学事課で受
け付けます。
【補助金額】年額8万5000円
【対象】平成30年（2018年）7月1日時点で、在日外国人学校に在学し
ている15年（2003年）4月2日～24年（2012年）4月1日に出生した在日
外国人児童・生徒がいる市内在住の保護者。ただし、29年（2017年）
中の同一生計の家族の総所得金額の合算額が、家族数に応じた基準所得
以下の場合に限る　※基準所得…2人家族406万2000円、3人家族498
万円、4人家族576万8000円、5人家族713万円など

小・中学校就学奨励金 学事課（0798・35・3851）問

高校・大学の奨学生 学事課（0798・35・3817）問

在日外国人学校就学補助金 学事課（0798・35・3817）問
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